
議案第１７号  

 

   秦野市介護保険条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  平成３０年２月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 ６５歳以上の介護保険被保険者に係る保険料について、次の理由により改正

するものであります。 

(1) 負担能力に応じた適切な賦課をするため、その所得等に応じた区分を 

１２段階から１３段階に改めたうえで、平成３０年度から平成３２年度ま

での保険料率を定めること。 

(2) 介護保険法施行令の一部改正により、その段階の判定に関する基準につ

いて、合計所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び

短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いること。 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市介護保険条例（平成１２年秦野市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

 第４条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。 

区 分 割合 保険料率（年額） 

(1) 政令第３９条第１項第１号に掲げる

者 

０．５  ３２，３４０円 

(2) 同項第２号に掲げる者 ０．６５  ４２，０４０円 

(3) 同項第３号に掲げる者 ０．７５ ４８，５１０円 

(4) 同項第４号に掲げる者 ０．９ ５８，２１０円 

(5) 同項第５号に掲げる者 １．０ ６４，６８０円 

(6) 次のいずれかに該当する者 

ア 地方税法（昭和２５年法律第 

２２６号）第２９２条第１項第１３

号に規定する合計所得金額（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第３３条の４第１項若しくは第

２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項

又は第３６条の規定の適用があると

きは、その合計所得金額から政令第

３８条第４項に規定する特別控除額

を控除して得た額。以下この項にお

いて「合計所得金額」という。）が

１２０万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない

もの 

１．１２ ７２，４４０円 
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イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（(1)に係る

部分を除く。）、次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ、第１１

号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

  

(7) 次のいずれかに該当する者 

ア 合計所得金額が２００万円未満で

ある者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（(1)に係る

部分を除く。）、次号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１号イ又は第

１２号イに該当する者を除く。） 

１．２５ ８０，８５０円 

(8) 次のいずれかに該当する者 

ア  合計所得金額が３００万円未満で

ある者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（(1)に係る

部分を除く。）、次号イ、第１０号

イ、第１１号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

１．４ ９０，５５０円 
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(9) 次のいずれかに該当する者 

ア 合計所得金額が４００万円未満で

ある者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（(1)に係る

部分を除く。）、次号イ、第１１号

イ又は第１２号イに該当する者を除

く。） 

１．５ ９７，０２０円 

(10) 次のいずれかに該当する者 

ア 合計所得金額が６００万円未満で

ある者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（(1)に係る

部分を除く。）、次号イ又は第１２

号イに該当する者を除く。） 

１．７ １０９，９５０円 

(11) 次のいずれかに該当する者 

ア 合計所得金額が８００万円未満で

ある者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（(1)に係る 

１．９ １２２，８９０円 
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部分を除く。）又は次号イに該当す

る者を除く。） 

  

(12) 次のいずれかに該当する者 

ア 合計所得金額が１，０００万円未

満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を

必要としない状態となるもの（政令

第３９条第１項第１号イ（(1)に係る

部分を除く。）に該当する者を除

く。） 

２．１ １３５，８２０円 

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 ２．３ １４８，７６０円 

 

 第４条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に、「２８，０８０円」を「２９，１００円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の秦野市介護保険条例第４条の規定は、平成３０年

度分の保険料から適用し、平成２９年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。 
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議案第１７号 秦野市介護保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （保険料率等）  （保険料率等） 

第４条 平成３０年度から平成３２年度までの各年度における、

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」とい 

う。）の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「政令」という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる

割合及び保険料率は、次の表のとおりとする。 

第４条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における、

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第９条第１号に規定する者（以下「第１号被保険者」とい 

う。）の介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下

「政令」という。）第３９条第１項各号に掲げる区分に応じる

割合及び保険料率は、次の表のとおりとする。 

区 分 割合 保険料率（年額） 

 (1) 政令第３９条第１項第１

号に掲げる者 

０．５ ３２，３４０円 

 (2) 同項第２号に掲げる者 ０．６５ ４２，０４０円 

 (3) 同項第３号に掲げる者 ０．７５ ４８，５１０円 

 (4) 同項第４号に掲げる者 ０．９ ５８，２１０円 

 (5) 同項第５号に掲げる者 １．０ ６４，６８０円 

 (6) 次のいずれかに該当する

者 

１．１２ ７２，４４０円 

ア 地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第 

２９２条第１項第１３号 

  

 

区 分 割合 保険料率（年額）

 (1) 政令第３９条第１項第１

号に掲げる者 

０．５ ３１，２００円 

 (2) 同項第２号に掲げる者 ０．６５ ４０，５６０円 

 (3) 同項第３号に掲げる者 ０．７５ ４６，８００円 

 (4) 同項第４号に掲げる者 ０．９ ５６，１６０円 

 (5) 同項第５号に掲げる者 １．０ ６２，４００円 

 (6) 次のいずれかに該当する

者 

１．１５ ７１，７６０円 

ア 地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第 

２９２条第１項第１３号 
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に規定する合計所得金額

（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第

３５条の２第１項又は第

３６条の規定の適用があ

るときは、その合計所得

金額から政令第３８条第

４項に規定する特別控除

額を控除して得た額。以

下この項において「合計

所得金額」という。）が

１２０万円未満である者

であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないも

の 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額 

  

 

に規定する合計所得金額

（以下「合計所得金額」

という。）が１２０万円

未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額 
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についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）、次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号

イ、第１１号イ又は第 

１２号イに該当する者を

除く。） 

  

 (7) 次のいずれかに該当する

者 

１．２５ ８０，８５０円 

ア 合計所得金額が２００ 

万円未満である者であ 

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら 

  

 

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）、次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号

イ又は第１１号イに該当

する者を除く。） 

 

  

 (7) 次のいずれかに該当する

者 

１．２５ ７８，０００円 

ア 合計所得金額が２００ 

万円未満である者であ 

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら 
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ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）、次号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１

号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

  

 (8) 次のいずれかに該当する

者 

１．４ ９０，５５０円 

ア 合計所得金額が３００ 

万円未満である者であ 

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

  

 

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）、次号イ、第９号

イ、第１０号イ又は第 

１１号イに該当する者を

除く。） 
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（(1)に係る部分を除 

く。）、次号イ、第１０

号イ、第１１号イ又は第

１２号イに該当する者を

除く。） 

 

 (9) 次のいずれかに該当する

者 

１．５ ９７，０２０円 

ア  合計所得金額が４００

万円未満である者であ 

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）、次号イ、第１１

号イ又は第１２号イに該 

  

 

   

 (8) 次のいずれかに該当する

者 

１．５ ９３，６００円 

ア  合計所得金額が４００

万円未満である者であ 

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）、次号イ、第１０

号イ又は第１１号イに該 
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当する者を除く。）  

 (10) 次のいずれかに該当する

者 

１．７ １０９，９５０ 

円 

ア 合計所得金額が６００

万円未満である者であ 

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら 

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）、次号イ又は第 

１２号イに該当する者を

除く。） 

  

 (11) 次のいずれかに該当する

者 

１．９ １２２，８９０ 

円 

ア 合計所得金額が８００   
 

当する者を除く。）   

 (9) 次のいずれかに該当する

者 

１．７ １０６，０８０

円 

ア 合計所得金額が６００

万円未満である者であ 

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら 

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）、次号イ又は第 

１１号イに該当する者を

除く。） 

  

 (10) 次のいずれかに該当する

者 

１．９ １１８，５６０

円 

ア 合計所得金額が８００   
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万円未満である者であ 

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

 

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）又は次号イに該当

する者を除く。） 

  

 (12) 次のいずれかに該当する

者 

２．１ １３５，８２０ 

円 

ア 合計所得金額が 

１，０００万円未満であ

る者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しな

いもの 

  

イ 要保護者であって、そ   
 

万円未満である者であ 

り、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

  

イ 要保護者であって、そ

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）又は次号イに該当

する者を除く。） 

  

 (11) 次のいずれかに該当する

者 

２．１ １３１，０４０

円 

ア 合計所得金額が 

１，０００万円未満であ

る者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しな

いもの 

  

イ 要保護者であって、そ   
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の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）に該当する者を除

く。） 

 

 (13) 前各号のいずれにも該当

しない者 

２．３ １４８，７６０ 

円 
 

の者が課される保険料額

についてこの号の区分に

よる額を適用されたなら

ば保護を必要としない状

態となるもの（政令第 

３９条第１項第１号イ 

（(1)に係る部分を除 

く。）に該当する者を除

く。） 

  

 (12) 前各号のいずれにも該当

しない者 

２．３ １４３，５２０

円 
 

２ 前項の表第１号に掲げる第１号被保険者についての減額賦課

に係る平成３０年度から平成３２年度までの保険料率は、同表

の規定にかかわらず、２９，１００円とする。 

２ 前項の表第１号に掲げる第１号被保険者についての減額賦課

に係る平成２７年度から平成２９年度までの保険料率は、同表

の規定にかかわらず、２８，０８０円とする。 

  

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の秦野市介護保険条例第４条の規定  
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は、平成３０年度分の保険料から適用し、平成２９年度以前の

年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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